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自然をたいせつにし、美しいまちをつく
りましょう

きまりを守り、明るいまちをつくりまし
ょう

礼儀を正しくし、 うるおいのあるまちを
つくりましょう

元気で働き､昼かなまちをつくりましょう

思いやりのある、あたたかいまちをつく
りまし;よう
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さ
る
加
月
叩
日
、
第
加
回
市
民
歩
く

会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

歩
く
会
に
は
、
市
民
と
国
際
セ
ミ
ナ

ー
に
参
加
し
て
い
た
９
ケ
国
の
外
国
人

留
学
生
如
人
を
含
む
約
２
，
０
０
０
人

が
参
加
し
ま
し
た
。

午
前
加
時
、
市
内
の
春
日
児
童
公
園

熟蜂誰崖望蕊鍵

）

外
国
人
蛆
人
も

仲
間
入
り

■
邸
叱
り
《
■
・
・
■
■

輻
晶
・
Ｐ
軸
■
■
幸

： 二

千
代
田
チ
ビ
ッ
子
広
場
、
秋
山
小
、
松

岡
小
の
４
会
場
か
ら
一
斉
に
歩
き
始
め

大
心
苑
ま
で
の
道
の
り
を
歩
き
ま
し
た

終
点
の
大
心
苑
で
は
、
「
高
萩
ピ
ク

’
一
ツ
ク
ラ
ン
ド
」
を
無
料
開
放
し
、
体

力
つ
く
り
に
一
役
か
つ
て
で
ま
し
た
。

ま
た
、
松
林
で
は
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を

食
べ
る
な
ど
楽
し
い
一
日
を
過
ご
し
ま

’
し
』
」
。

外国人も参加して行なわれた市民歩く会

９
月
旭
日
か
ら
開
か
れ
て
い
た
第
５

回
市
長
杯
争
奪
軟
式
野
球
大
会
は
、
鯉

チ
ー
ム
が
参
加
し
８
会
場
で
、
熱
戦
が

く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
各
チ
ー
ム
と
も
日

ご
ろ
の
練
習
の
成
果
を
発
揮
し
て
好
試

合
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
決
勝
戦
で
山
之
内
製
薬

が
恒
和
化
学
を
８
対
０
で
破
り
初
優
勝

し
ま
し
た
。

成
績
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
優
勝山
之
内
製
薬

○
最
優
秀
選
手
賞

原
口
福
次
郎
（
山
之
内
製
薬
）

○
敢
斗
賞
長
谷
川
幹
倫
（
恒
和
化
学
）

○
打
撃
賞
中
野
政
男
（
永
谷
園
）

○
２
位
恒
和
化
学
、
３
位
永
谷
園
‐

松
岡
ク
ラ
ブ

山
之
内
製
薬
が
”

初
優
勝

第
５
回
市
長
杯
野
球
大
会

Ｔ

蕊
螺

楽支 の公演
とき： 11月11日

1部午後1時中学生のみ

2部午後6時一般市民

（小学4年以下の入場はできません）

ところ：高萩市民体育館

出演：財団法人文楽協会(国指定重要無

形文化財保持者＝竹本津太夫外50名）

入場：無料※市指定無形文化財「下

君田のささらj も同時公演します。

県芸術祭美術展を開催

とき

ところ

展示品

11月17日から23日まで

高萩市民体育館

日本画、洋画、彫塑、工芸、書道

写真、デザイン

大人 200円

高校生 100円

小・中学生50円

入場料

○聞いていますか「市政だより」茨城放送（ラジオ）日曜午前9時20分。テレホンサービス（3） 1151 ． 1 152



(2）市報たかはぎ(第212号）

７
月
ま
で
６
２
５
件
の
死
亡

調
万
４
，
９
８
２
件
ｌ
こ
の
数
字

は
、
昨
年
、
酒
酔
い
・
酒
気
帯
び
運
転

で
検
挙
さ
れ
た
件
数
で
す
。

飲
酒
運
転
の
恐
ろ
し
さ
は
誰
も
知
つ

て
い
ま

水
道
の
検
針
は
、
毎
月
１
日
か
ら
皿

日
ま
で
の
間
に
水
道
課
よ
り
委
嘱
さ
れ

た
検
針
員
が
行
な
っ
て
い
ま
す
。

水
道
料
金
は
、
水
道
の
使
用
量
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
ま
す
の
で
正
常
な
検
針

が
で
き
な
い
と
お
互
の
不
利
益
と
な
り

す
。
し
か
し
、
い
ま
だ
に
平
気
飲
酒
運
転
と
い
え
ば
、
す
ぐ
四
輪
車
う
。

違反別死亡事故件数（昭fil51年）

識
に熟隠剛”車の直前直後の横断

92件(1．0％） 司 迩
篭
惑
乗
溶
鋒
必

で
飲
酒
運
転
を
す
る
悪
質
な
ド
ラ
イ
。
ハ

ー
は
多
い
の
で
す
。

今
年
も
７
月
ま
で
に
、
飲
酒
運
転
が

原
因
で
６
２
５
件
の
死
亡
事
故
が
発
生

し
て
い
ま
す
。

さ
い
。

①
量
水
器
の
上
に
物
を
置
か
な
い
。

ま
す
。
②
量
に

次
の
こ
と
が
ら
に
注
意
し
ご
協
力
く
だ
う
②
量
水

水
道
課
か
ら
の
お
願
い

一回や～

､戸

ユp 二

を
連
想
し
が
ち
で
す
が
、
オ
ー
ト
。
ハ
イ

や
自
転
車
の
飲
酒
運
転
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
飲
酒
運
転
は
都
会
よ

り
も
地
方
の
ほ
う
が
目
立
っ
て
い
ま
す

「
飲
ん
だ
ら
運
転
し
な
い
」
「
運
転
す

る
と
き
は
飲
ま
な
い
、
飲
ま
せ
な
い
」

「
飲
ん
だ
者
に
は
運
転
さ
せ
な
い
」
と

い
、
う
鉄
則
を
守
っ
て
み
ん
な
が
力
を
合

わ
せ
て
飲
酒
運
転
を
な
く
し
ま
し
よ

器
の
中
に
泥
水
が
入
ら
な
い
よ

う
に
。

③
犬
を
飼
っ
て
い
る
家
で
は
、
量
水
器

の
近
く
に
つ
な
が
な
い
よ
う
に
。

や
■

④
量
水
器
へ
の
通
路
を
ふ
さ
が
な
い
。

み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

モ） 警察庁資料による

検
察
審
査
会
と
は

選
挙
人
名
簿
を
も
と
に
広
く
国
民
の

中
か
ら
く
じ
で
遊
ば
れ
た
ｎ
人
の
検
察

審
査
員
が
．
い
わ
ば
民
間
人
を
代
表
し

て
検
察
官
め
し
ご
と
の
や
り
方
を
審
査

す
る
と
い
う
制
度
で
す
。

検
察
審
査
員
は
、
６
カ
月
ご
と
に
交

替
し
ま
す
の
で
、
あ
な
た
も
い
つ
審
査

員
に
選
ば
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

犯
罪
の
被
害
に
あ
っ
て

交
通
事
故
、
詐
欺
、
お
ど
し
な
ど
犯

罪
の
被
害
に
あ
っ
て
訴
え
た
が
、
検
察

官
が
そ
の
事
件
を
起
訴
し
て
く
れ
な
い

ま
た
，
選
挙
違
反
や
、
汚
職
な
ど
、
社

会
の
耳
目
を
ひ
い
た
重
大
な
事
件
を
検

察
官
が
起
訴
し
な
か
っ
た
の
は
ど
う
も

納
得
で
き
な
い
。

こ
う
い
う
不
満
を
も
っ
て
い
る
方
は

い
ま
せ
ん
か
？

そ
う
い
う
方
の
た
め
に
検
察
審
査
会

が
あ
り
ま
す
。

審
査
の
申
立
て
を

犯
罪
の
被
害
に
あ
っ
た
人
や
犯
罪
を

告
訴
、
告
発
し
た
人
で
、
検
察
官
が
そ

４１

の
事
件
を
起
訴
し
な
い
こ
と
（
不
起
訴

処
分
）
に
不
服
の
あ
る
方
は
、
だ
れ
で

も
、
検
察
審
査
会
に
審
査
の
申
し
立
て

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
－

捜
査
の
や
り
直
し
も

検
察
審
査
会
で
は
、
事
件
の
記
録
を

調
べ
た
り
、
必
要
に
応
じ
て
証
人
を
呼

検
察
に
‐

民
意
を
映
す
審
査
会

画?

審
査
員
に
あ
な
た
が
選
ば
れ
る
か
も

ん
だ
り
、
実
地
見
分
を
し
た
り
し
て
、

く
国
民
の
検
察
官
の
不
起
訴
処
分
の
良
し
悪
し
を

人
の
検
察
慎
重
に
審
査
し
ま
す
。
検
察
審
査
会
で

検察審査会のしくみ
起
訴
す
べ
き
だ
と
い
う
議
決
が
な
さ
れ

た
場
合
に
は
、
検
察
庁
で
は
再
捜
査
の

う
え
起
訴
す
る
の
が
相
当
だ
と
の
結
論

に
達
し
た
と
き
は
起
訴
の
手
続
き
が
と

ら
れ
ま
す
。
水
戸
検
察
審
査
会
の
検
察

審
査
員
に
当
市
か
ら
沼
田
靖
子
さ
ん
Ⅱ

本
町
２
の
錦
Ⅱ
が
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

く
わ
し
い
こ
と
は
、
水
戸
検
察
審
査

会
瑚
務
局
（
水
戸
市
大
町
１
の
１
水
戸

地
方
裁
判
所
内
０
２
９
２
“
０
０
１
１

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

昌

鼻骨呉呉呉
Gくじで選ばれる 。蓮華~天~茗 溥’



－ －

（3） 市報たかはぎ 昭和52年11月

受
益
者
負
担
金
に
は

国
も
本
腰
を

巨
額
の
費
用
を
要
し
、
か
つ
、
長
期

に
わ
た
る
公
共
下
水
道
事
業
は
．
国
か

ら
の
補
助
金
、
起
債
、
市
費
を
財
源
と

し
た
だ
け
で
は
と
う
て
い
事
業
の
早
期

公
共
下
水
道
事
業
は
、
他
の
公
共
事

業
と
比
較
し
て
ば
く
大
な
建
設
資
金
が

必
要
と
な
る
こ
と
は
、
す
で
に
前
号
で

お
知
ら
せ
の
と
お
り
で
す
。

国
で
は
、
こ
の
下
水
道
事
業
を
計
画

的
に
普
及
、
推
進
さ
せ
る
た
め
に
昭
和

弼
年
に
生
活
環
境
施
設
整
備
緊
急
措
置

法
を
制
定
し
て
第
１
次
５
カ
年
計
画
を

た
て
、
さ
ら
に
、
昭
和
妃
年
に
は
．
下

水
道
整
備
緊
急
措
置
法
を
制
定
し
て
、

第
２
次
５
カ
年
計
画
を
た
て
て
促
進
を

は
か
り
、
現
在
は
、
昭
和
副
年
度
を
初

年
と
す
る
第
４
次
５
カ
年
計
画
で
投
資

額
７
兆
５
千
億
円
を
見
込
み
事
業
を
推

進
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
、
国
の
５
カ
年
計
画
に
早
く
の

せ
て
公
共
下
水
道
の
整
備
を
は
か
り
、

都
市
環
境
の
改
善
と
都
市
の
健
全
な
発

展
、
公
衆
衛
生
の
向
上
に
寄
与
し
、
あ

わ
せ
て
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全
を

は
か
る
こ
と
が
当
面
の
課
題
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

国
は
第
４
次
５
ケ
年
計
画
で

公
共
下
水
道
事
業
を
推
進

◇
シ
リ
ー
ズ
下
水
道
を
考
え
る
◇
⑤

実
現
は
不
可
能
で
す
。

国
で
は
、
下
水
道
整
備
財
源
と
し
て

受
益
者
負
担
金
制
度
の
採
用
を
積
極
的

に
奨
励
し
て
、
こ
の
制
度
を
採
用
し
て

い
る
都
市
に
対
し
て
は
、
国
庫
補
助
金

を
優
先
的
に
交
付
し
、
市
の
計
画
に
協

力
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

公
共
下
水
道
と
受
益
者

負
担
金
の
性
格

公
共
下
水
道
の
な
い
地
域
で
は
考
え

ら
れ
な
い
快
適
な
生
活
、
水
洗
便
所
の

使
用
を
可
能
に
す
る
な
ど
環
境
衛
生
の

向
上
を
も
た
ら
し
ま
す
が
、
こ
の
土
地

の
利
用
価
値
の
増
加
と
い
う
特
別
の
利

益
を
受
け
る
方
は
、
公
共
下
水
道
に
接

続
で
き
る
限
ら
れ
た
区
域
の
土
地
の
所

有
者
ま
た
は
権
利
者
で
す
。
従
っ
て
負

担
の
公
平
か
ら
接
続
で
き
る
区
域
内
の

利
益
を
受
け
る
方
か
ら
事
業
費
の
一
部

を
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
は
、

同
一
の
土
地
に
毎
年
度
賦
課
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
一
回
限
り
（
徴
収
は
条
例

化
し
て
、
１
年
な
い
し
５
年
分
割
の
方

法
）
の
も
の
で
す
。
受
益
者
負
担
金
制

度
を
ご
理
解
い
た
だ
く
た
め
に
問
答
形

式
で
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

受
益
者
負
担
金
（
問
答
）

ー

I

下水道を作るためのお金のしくみ(ある市の例） 市の人々の税金
質
問
受
益
者
負
担
金
と
は
、
ど
う
い

う
も
の
で
す
か
。

答
下
水
道
受
益
者
負
担
金
制
度
は
、

非
常
に
立
遅
れ
て
い
る
下
水
道
を
、

計
画
的
に
、
し
か
も
、
早
期
に
完
成

し
て
い
く
た
め
の
建
設
費
の
一
部
を

事
業
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

利
益
を
受
け
る
方
に
負
担
し
て
い
た

だ
く
制
度
で
、
市
が
条
例
を
制
定
し

‐、

下水道

市が国からかりるお金

約40パーセント

国のお金約50パーセ

I
約10パーセント

て
徴
収
す
る
も
の
で
す
。

質
問
受
益
者
と
は
誰
な
の
か
。

答
下
水
道
事
業
が
実
施
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
環
境
が
整
備
さ
れ
る
の
で
、

土
地
の
価
値
が
上
昇
し
ま
す
か
ら
、

受
益
者
は
そ
の
事
業
が
計
画
さ
れ
た

区
域
の
中
に
土
地
を
も
っ
て
い
る
者

か
、
そ
の
土
地
に
権
利
を
も
っ
て
い

る
者
ど
ち
ら
か
が
受
益
者
に
な
り
ま

す
。

質
問
土
地
の
所
有
者
か
、
権
利
者
か

と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
し
て
決
め
ま

す
か
。

答
受
益
者
負
担
に
関
す
る
条
例
等
に

よ
り
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
こ
の
申
告
に
よ
り

決
定
し
ま
す
。
こ
の
場
合
の
申
告
者

は
土
地
に
権
利
の
設
定
が
な
い
限
り

地
主
と
な
り
ま
す
が
、
申
告
者
が
必

ず
受
益
者
に
な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん

質
問
申
告
は
誰
が
す
る
の
か
。

答
地
主
の
方
に
申
告
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。
借
地
人
の
方
は
、
地
主
が
申

告
に
際
し
て
受
益
者
に
な
る
確
認
印

を
求
め
に
ま
い
り
ま
す
か
ら
、
そ
の

確
認
印
を
押
さ
れ
て
受
益
者
に
な
る

こ
と
を
承
諾
す
る
だ
け
で
、
申
告
は

地
主
が
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

質
問
借
家
人
は
受
益
者
に
は
な
り
ま

す
か
。

答
借
家
人
は
受
益
者
に
は
な
り
ま
せ

ん
。
受
益
者
負
担
金
は
、
事
業
施
行

区
域
内
の
土
地
を
対
象
と
し
て
い
る

か
ら
で
す
。

「
受
益
者
負
担
金
Ⅱ
問
答
」
は
次
回
に

つ
づ
く

こ
と
し
も
、
、
月
邪
日
か
ら
蚫
月
２

日
ま
で
の
１
週
間
「
秋
の
全
国
火
災
予

防
運
動
」
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
ま
す
。

「
わ
が
家
だ
け
は
、
絶
対
に
火
事
な
ん

て
出
さ
な
い
わ
Ｉ
」
と
だ
れ
で
も
そ

う
思
っ
て
い
な
が
ら
も
、
ち
ょ
っ
と
し

た
不
注
意
か
ら
火
事
を
出
し
て
い
る
の

で
す
。万
一
に
備
え
つ
ぎ
の
こ
と
は
守
っ
て

く
だ
さ
い
。

①
寝
た
ぱ
こ
は
絶
対
に
や
め
る
。

②
就
寝
前
に
は
、
か
な
ら
ず
火
の
元
点

検
の
習
慣
を
つ
け
る
。

③
ゞ
ハ
ヶ
ッ
一
杯
の
水
と
、
消
火
器
を
き

ま
っ
た
場
所
に
お
く
。

呂
二
一
一
宮
Ⅱ
、
、
／
■
も
口
呂
］
苦
言
Ｌ
１
ノ
ー
Ｌ
・
呂
二
吉
了
、
Ｈ
ノ
■
も
。
二
二
二
言
○
昼
、
Ｊ
１
、
畠
冨
二
百
Ｂ
Ｅ
Ｊ
４
も
。
合
二
言
胃
も

秋
の

Ⅲ
月
沁
日
ｌ
吃
月
２
日

〃
Ｉ
、
』
一
望
一
言
い
、
１
″
Ｉ
、
。
】
三
當
号
▼
、
Ｊ
ｒ
ｋ
弘
二
二
言
言
心
、
‐
け
ｆ
ｌ
凸
毎
裳
宮
宮
Ｉ
、
Ⅱ
“
Ｆ
、
０
畠
二
』
胃
。
、
ロ
″
ｆ
、
■
画
呂
富

④
出
入
口
に
は
物
を
お
か
な
い
よ
う
に

す
る
。

⑤
子
ど
も
や
、
お
と
し
よ
り
だ
け
を
残

し
て
の
外
出
は
さ
け
る
。

⑥
子
ど
も
、
お
と
し
よ
り
は
、
早
く
逃

げ
ら
れ
る
よ
う
な
安
全
な
場
所
に
寝
か

せ
る
。

⑦
自
分
が
使
う
火
は
、
消
火
ま
で
責
任

を
持
ち
、
安
全
を
た
し
か
め
る
。

③
使
っ
た
あ
と
の
風
呂
の
水
は
す
ぐ
ぬ

か
ず
、
つ
ぎ
の
給
水
時
ま
で
た
め
て
お

〃
ぐ
、
。

⑨
で
き
れ
ば
自
動
火
災
報
知
設
備
を
備

え
る
。 全

国
火
災
予
防
運
動
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野
生
鳥
獣
の
捕
獲
は
、
次
の
４
つ
に

分
け
ら
れ
ま
す
。

１
愛
玩
飼
養
の
た
め
の
捕
獲

２
狩
猟
に
よ
る
捕
獲

３
有
害
駆
除
に
よ
る
捕
獲

４
学
術
研
究
の
た
め
の
捕
獲

こ
の
捕
猿
を
す
る
場
合
は
、
環
境
庁

長
官
又
は
知
事
の
許
可
が
必
要
で
す
。

狩
猟
を
す
る
に
は
、
県
の
行
な
う
狩

猟
講
習
会
を
受
け
て
、
考
査
に
合
格
し

狩
猟
免
状
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

ｈ
ｂ
、
、
、
、
、
ｈ
時
、
町
、
周
周
、
、
、
、
心
、
、
、
、
、
、
周
、
ｈ
Ｌ

「
初
め
は
、
自
転
車
も
こ
わ
か
っ
た

ん
で
す
が
．
今
は
な
れ
ま
し
た
ｌ
」

と
語
る
相
川
武
さ
ん
（
粥
歳
）
Ⅱ
若
栗

１
３
７
の
２
Ⅱ
は
、
若
栗
郵
便
局
に
勤

め
て
か
ら
鋤
年
間
、
右
腕
を
た
よ
り
に

ｎ
噸
車
で
郵
便
を
配
達
し
て
い
る
．

相
川
さ
ん
は
、
昭
和
鋤
年
５
月
弱
日

に
東
京
空
襲
で
左
前
腕
を
負
傷
。
そ
の

後
切
断
し
た
。
帰
郷
後
農
業
を
手
伝
い

局
に
は
友
だ
ち
の
す
す
め
も
あ
っ
て
、

皿
年
５
月
に
採
用
さ
れ
た
。

ｑ
、
、
時
、
、
ｑ
も
町
、
、
、
、
、
、
ｂ
ｈ
、
、
ｈ
ｂ
ｑ
ｑ
、
町
、
財

野
生
の
烏
獣
の
捕
獲
・
飼
養
は

許
可
や
免
状
を
受
け
て
か
ら

野
生
鳥
獣
を
飼
養
す
る
場
合
に
も
、

飼
養
許
可
が
必
要
で
、
許
可
は
１
世
帯

３
羽
ま
で
で
す
。
こ
れ
ら
の
許
可
な
し

で
捕
獲
行
為
や
飼
養
を
し
ま
す
と
、
警

察
官
司
法
警
察
員
、
鳥
獣
保
護
貝
に

尋
問
さ
れ
、
ま
た
処
罰
さ
れ
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

こ
の
許
可
に
関
す
る
事
務
は
、
林
業

指
導
所
で
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。
傷
つ

い
た
り
、
弱
っ
た
り
、
動
け
な
い
鳥
獣

を
見
た
と
き
は
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ｎ
月
妬
日
か
ら
翌
年
２
月
妬

「
採
用
さ
れ
た
当
時
は
、
右
腕
だ
け
が

た
よ
り
で
し
た
か
ら
、
自
転
車
に
乗
る

の
が
こ
わ
か
っ
た
で
す
よ
。
荷
物
も
重

い
し
ね
。
雨
の
日
も
ひ
ど
い
と
き
が
あ

り
ま
し
た
。
が
け
崩
れ
で
道
が
ふ
さ
が

り
遠
廻
り
を
し
た
こ
と
も
．
…
．
．
。
ほ
と

ん
ど
砂
利
道
で
し
た
か
ら
ね
ｌ
」
．
と

苦
労
を
語
る
。

若
栗
局
は
慰
旧
高
岡
村
役
場
が
あ
っ

た
中
心
的
存
在
で
ほ
と
ん
ど
の
村
民
が

足
を
は
こ
ん
だ
地
で
あ
る
。

30年間右腕一本で

便りを配達している

＝

淫

画

ー

相川武さん

（若栗）

日
ま
で
が
狩
猟
期
間
で
す
。
多
数
〈
の

ン
タ
ー
が
入
山
し
危
険
で
す
か
ら
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
山
は
乾
燥
し
て

い
ま
す
。
た
き
火
、
タ
バ
コ
に
気
を
つ

け
て
く
だ
さ
い
。（
高
萩
林
業
指
導
所
）

３
氏
が

人
権
擁
護
委
員
に

９
月
鴫
日
付
で
法
務
大
臣
か
ら
次
の

３
人
の
方
が
人
権
擁
護
委
員
に
委
嘱
さ

れ
ま
し
た
。

○
人
権
擁
護
委
員

宇
佐
美
忠
さ
ん
（
安
良
川
）

大
和
田
知
之
さ
ん
（
有
明
町
）

鈴
木
広
次
さ
ん
（
上
君
田
）

「
私
も
上
君
田
か
ら
歩
い
て
通
い
ま
し

た
。
一
山
、
二
山
こ
え
て
…
…
７
年
前

ご
ろ
は
、
イ
ノ
シ
シ
や
キ
ツ
ネ
に
よ
く

で
あ
い
ま
し
た
ね
。
今
は
車
が
多
く
な

っ
た
の
か
少
な
い
で
す
よ
」

相
川
さ
ん
用
の
自
転
車
は
、
右
手
で

前
、
後
輪
の
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
る
よ
う

に
設
計
さ
れ
て
い
る
の
で
安
心
《
》

「
便
り
を
少
し
で
も
早
く
届
け
よ
う

と
は
り
き
っ
て
い
ま
す
。
下
り
坂
は
い

い
の
で
す
が
、
ど
う
も
上
り
坂
に
な
る

と
さ
す
が
に
ま
い
り
ま
す
ね
。
新
聞
な

ど
も
一
緒
で
す
か
ら
．
：
。
お
と
し
よ
り

の
方
が
、
新
聞
を
楽
し
み
に
待
ち
わ
び

て
い
て
く
れ
ま
す
よ
。
そ
ん
な
と
き
は

う
れ
し
い
で
す
ね
」
と
今
日
も
便
り
を

乗
せ
て
配
達
し
て
い
る
。
民
登
捗

花
貫
流
域
の
尾
根
々
々
に
限
ら
ず
、

山
手
地
区
に
は
、
い
ま
で
も
か
な
り
の

大
木
が
あ
る
が
、
市
街
地
で
は
限
ら
れ

た
数
で
あ
る
。

安
良
川
八
幡
宮
の
爺
杉
、
樹
令
約
九

百
年
。
下
君
田
大
塚
神
社
の
杉
、
樹
令

約
五
百
年
。
同
じ
く
、
モ
ミ
の
大
木
な

ど
は
、
市
民
に
知
ら
れ
た
名
木
と
い
え

よ
う
。
ま
た
、
下
君
田
松
岩
寺
の
山

桜
、
安
良
川
玖
台
寺
の
ク
ロ
松
な
ど
は

永
く
残
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

年
輪
を
き
ざ
む

旧
幕
時
代
の
浜
街
道
に
は
、
松
並
木

八
ｍ
ＶI、戸

’ NII

い
ま
、
市
内
に
名

木
巨
木
と
い
え
る
も

の
は
一
体
、
ど
の
く

ら
い
残
っ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
社
会
環
境

の
急
速
な
変
化
、
ま

た
．
自
然
災
害
に
抗

し
き
れ
ず
、
い
や
お

う
な
し
に
失
な
わ
れ

て
い
く
の
は
、
心
さ

み
し
い
限
り
で
あ
る

花
貫
ダ
ム
と
自
然
（
Ｑ
）

も
そ
う
と
う
あ
っ
た
は
ず
で
、
営
林
署

あ
と
の
ク
ロ
松
は
、
そ
の
名
残
り
で
あ

ろ
う
。
新
花
貫
橋
の
近
く
に
も
、
昭
和

初
期
ま
で
、
数
本
の
松
が
天
に
そ
び
え

て
い
た
が
、
道
路
拡
張
で
、
い
ま
は
、

そ
の
お
も
か
げ
も
な
い
。
市
営
野
球
場

東
北
角
に
あ
っ
た
「
阪
東
塚
の
三
本
松
」

も
有
名
で
あ
っ
た
。

営
林
署
あ
と
の
近
く
に
住
む
知
人

が
、
「
あ
の
大
き
い
松
を
、
写
真
に
納

め
て
永
く
残
し
た
い
。
そ
の
う
ち
切
ら

れ
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
」
と
い
っ
た

こ
と
が
印
象
に
残
る
。
「
生
あ
る
も
の

は
、
必
ず
滅
す
」
と
は
言
う
も
の
の
、

こ
の
よ
う
な
市
民
の
心
情
こ
そ
た
い
せ

つ
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

五
百
年
前
と
い
え
ば
、
戦
国
時
代
初

期
、
千
年
前
は
、
華
や
か
な
平
安
時
代

で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
よ
り
、
世
の
う
つ

り
変
り
に
関
係
な
く
、
春
に
は
、
芽
を

吹
き
、
花
を
咲
か
せ
、
寒
い
冬
に
耐
え

て
い
く
年
月
、
わ
れ
わ
れ
の
人
生
で
は

は
か
り
知
れ
な
い
年
代
で
あ
る
。

自
然
は
厳
粛
で
、
し
か
も
美
し
い
。八幡宮の爺杉
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慰
金
支
給
法
（
別
年
４
月
１
日
施
行
）

に
よ
る
特
別
弔
慰
金
（
加
万
円
国
庫

債
券
）
の
請
求
権
は
、
詔
年
３
月
瓠
日

で
時
効
に
よ
り
消
滅
し
ま
す
。

ま
だ
、
請
求
さ
れ
て
い
な
い
方
は
早

め
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

①
昭
和
如
年
に
制
定
さ
れ
た
「
戦
没
者

等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給

法
」
に
定
め
る
特
別
弔
慰
金
（
３
万
円

国
庫
債
券
）
を
受
給
し
た
遺
族
及
び
受

給
資
格
は
あ
っ
た
が
請
求
し
な
か
っ
た

秋
惜
し
む

十
一
月
は
霜
の
月
、
爽
や
か
な
秋
晴
れ
が
、
し
ば
し
の
間
つ
づ
き
、

菊
に
紅
葉
に
、
天
に
地
に
、
自
然
は
最
後
の
華
麗
な
饗
宴
を
は
る
。

戦
没
者
等
の
遺
族
炉

特
別
弔
慰
金
（
別
万
巴
の

請
求
は

ト
対
す

る
特
別
弔

早
め
に
し
ま
し
ょ
う

I
絵
と
文
伊
藤
龍
馬

遺
族
。

②
昭
和
吃
年
７
月
７
日
以
後
受
傷
り
病

し
、
昭
和
酪
年
皿
月
８
日
以
後
に
死
亡

し
「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
」

に
定
め
る
弔
慰
金
（
５
万
円
又
は
３
万

円
の
国
庫
債
券
）
を
受
給
し
た
遺
族
。

③
日
華
事
変
（
昭
和
理
年
７
月
７
日
か

ら
昭
和
酪
年
哩
月
７
日
ま
で
）
で
受
傷

ま
た
は
り
病
し
て
、
そ
の
期
間
内
に
戦

死
、
戦
病
死
な
ど
を
し
た
者
の
遺
族
。

⑳
上
記
②
及
び
③
に
つ
い
て
は
、
昭

和
帥
年
４
月
１
日
現
在
で
、
恩
給
法
の

ー

I一一一へ一一 一一一一一 、一一一一一一一一一一一一一一一一一二一垂

公
務
扶
助
料
、
遺
族
等
援
護
法
の
遺
族

年
金
、
遺
族
給
与
金
等
を
受
け
て
い
る

者
が
い
る
遺
族
は
受
給
で
き
な
い
。

な
お
、
く
わ
し
い
こ
と
は
、
福
祉
事

務
所
社
会
係
（
内
線
２
８
５
）
で
お
た

ず
ね
く
だ
さ
い
。

ね
ん
き
ん
相
談
所
を

開
設
し
ま
す

最
近
は
、
年
金
に
対
す
る
関
心
が
非

常
に
高
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
制
度
の
内

容
や
手
続
き
を
知
ら
な
い
で
年
金
が
受

け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
し
て
、
た
い
へ

ん
損
を
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
市
で
は
、
次
に
よ
り
ね
ん
き
ん
相
談

所
を
開
設
し
ま
す
。

年
金
制
度
に
つ
い
て
の
疑
問
や
手
続

き
な
ど
、
な
ん
で
も
結
構
で
す
。
こ
の

機
会
に
ぜ
ひ
お
出
か
け
に
な
っ
て
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

と
き
、
月
訓
日
（
水
）

午
前
９
時
訓
分
か
ら
午
後
２

時
ま
で

と
こ
ろ
高
萩
市
中
央
公
民
館

中
小
企
業
の
皆
さ
ん

資
金
の
こ
利
用
を

市
内
に
居
住
し
、
１
年
以
上
の
営
業

実
績
あ
る
商
工
業
者
で
、
運
転
資
金
、

設
備
資
金
等
を
希
望
さ
れ
る
方
は
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
ｕ

市
の
制
度
金
融
で
、
茨
城
県
信
用
保

証
協
会
の
保
証
付
資
金
と
し
て
、
自
治

金
融
、
振
興
金
融
が
あ
り
ま
す
。
４
月

｝

惣

丈
誌
”

″〃

〃
、悩
噛
》

呼
織
”
赤

》
年
》
抑
卦
跡
》
岬
》
油
翫
》
》
》
皐
弘

〃
生
き
た
農
民
の
名
な
ど
は
、
な
か
な
か

〃
生
き
た
農
民
の
名
な
ど
は
、
な

》
酌
赫
塞
鋤
切
錘
雛
筆
跡
》
韮
啄

／

》
に
、
郭
嶢
認
嘩
蜂
圭
唾
二
一
一
歩
地

勿
「
あ
さ
り
子
」
と
は
由
緒
あ
り

勿

砂
で
あ
る
。
嘉
宣
兀
年
（
一
四
四

《
死
亡
者
に
「
妙
覧
‐
ひ
つ
こ
、

》
謁
妙
熟
祇
稚
需
趣
好
諏
吋
毒
蝿

捗
ら
な
い
が
、
「
亀
子
」
は
亀
の

》
長
生
き
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て

〃

》
も
の
で
あ
ろ
う
。

唖
長
禄
五
年
（
一
四
六
こ
の

″
に
「
法
善
尼
、
く
ま
女
」
と
あ

》
「
く
ま
女
」
は
熊
女
（
く
ま
め

か
ら
融
資
限
度
額
の
引
上
げ
（
自
治
２

０
０
万
円
を
３
０
０
万
円
、
振
興
７
０

０
万
円
を
１
，
０
０
０
万
円
）
と
、
８

月
か
ら
金
利
の
引
下
げ
を
実
施
し
、
保

証
料
助
成
の
特
典
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、
商
工
会
か
市
役
所
商

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
災
、
、
、
、
笹
、
、
函
、
、
、
『
、
、
瓦
、
、
、
く
べ
、
、
、
、
、
、
『
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
函
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
「
、
、
Ｎ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
対
、
、
、
、
●
建
・
、
、
、
科
、

工
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
・
い
・

、
、
Ｊ
ｒ
門
凹
睡
合
も
Ｄ
Ｉ
Ｉ
卓
」
全
ｐ
』
寺
訓
剖
、
、
Ｉ
〆
■
０
１
０
今
奎
守
』
、
７
１
Ⅱ
当
Ｔ
４

に
女
性

で
あ
る

死
亡
者

る
。

げ
な
名

一
）
の

田
中
」

」
と
あ

は
わ
か

よ
－
つ
に

つ
け
た

死
亡
者

る
。
）
で
、

熊
の
よ
う
に
強
く
育
つ
こ
と
を
願
っ
て

つ
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
文
明

七
年
（
一
四
七
五
）
の
死
亡
者
に
「
法

薫
敬
信
の
姉
松
こ
」
と
あ
る
。
松
子
と

い
う
名
は
、
文
亀
元
年
（
一
五
○
一
）

の
死
亡
者
に
も
「
妙
急
、
島
さ
き
松
こ

」
と
あ
り
、
永
正
元
年
（
一
五
○
四
）

の
死
亡
者
に
「
妙
念
、
松
め
」
と
あ
る

松
子
、
松
め
の
名
は
、
浜
街
道
に
そ
っ

て
生
え
て
い
る
い
つ
も
青
く
若
々
し
く

そ
し
て
風
情
の
あ
る
松
の
よ
う
に
、
わ

が
子
も
、
つ
ね
に
元
気
で
育
つ
よ
う
に

一

と
い
う
親
の

の
で
あ
る
。

○
本
町
商
店
会
Ⅱ
８
日
会
バ
ザ
ー
益
金

、

２
９
８
６
０
円

願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る海岸にそって生えてL､る松林
一

善
意

↑
の
、
《
か
ル
》

フ

鰄


